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令和5年3月7日（ 火）に令和4年度（ 第25回）全国福祉医療施設セミ ナーをオンライン開催し、 54

施設から約100名が参加しました。

今年度のセミ ナーは、福祉医療施設が地域のニーズを把握し、社会資源等との連携・ 協働、施設内

にとどまらず地域とつながり続ける実践を展開し、地域の理解を得る取組が求められているなかで、

地域共生社会を支える存在であり続けるために、「 これからの福祉医療施設の方向性～令和6年診療

報酬・ 介護報酬同時改正を見据えて～」をテーマとし、講義とパネルディ スカッショ ンを行いました。

講義では、東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 高野龍昭氏より、医療介護連携に

おける福祉医療施設の役割について、2040年問題や医療・介護の双方における地域生活課題への対応、

制度や分野の枠組みを超えてつながることの重要性などについてご講義いただきました。

パネルディ スカッショ ンでは、「 これからの福祉医療実践を考える～地域共生社会を支える存在で

あり続けるために～」をテーマとし、各地で顕在化している地域生活課題に対する実践報告を踏まえ、

地域における重層的な支援における福祉医療施設の役割、支援過程における課題や関係機関との連携

の必要性のほか、受援力が低い方への関わり方などの福祉医療実践の方向性について話し合われました。

以下、本セミ ナーの概要をご報告します。

（ 文責： 全国福祉医療施設協議会事務局）
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◆介護保険制度の課題

介護保険制度は、「 日本型福祉社会論」の限界

が指摘され始めた1980年代以降、 家族で介護

することが難しいという実態が顕在化し、それ

を社会的に支援しようという観点から制度が創

設され、 2000年に施行されました。 この制度

は、一部の医療サービスを介護保険制度に移し

たり、医療と介護の連携をよりうまく 取れるよ

うにという ことを意識して作られた側面もあり

ます。

皆さんの仕事の対象者は地域の高齢者だけで

はありませんが、医療の現場だけにいると、地

域の高齢者がどういった現状にあるのかという

実感が薄れるという こと もあろう かと思いま

す。例えば、退院支援をするときや地域で医療

にコンタクト 出来ない方々を見つけ出しに行く

（ アウト ・ リーチ）ときには、地域の高齢者の実

情を知っておく 必要があるでしょう 。

今の介護保険制度の趣旨になぞらえて、 国

のデータを少しお示しします。 65歳以上の人

がいる世帯の家族構成について、 1990 年は

39.5％が三世代同居でしたが、最新の2019年

では9.4％に激減しています。 そのため、 家族

での介護が難しいことや、孤立・ 孤独の問題な

どが、近年の医療や介護のシステムにも影響を

及ぼしているところがあると思います。 このよ

うに、高齢者の多く は家族や若い人と一緒に住

んでいないという ことは、医療介護連携を語る

上では知っておかなければならない話です。 さ

らに細かく 見ると、 2019年のデータでは、 高

齢者のうち、 28.8％が1人暮らし、 32.3％が高

齢者夫婦のみ世帯となっており、 約60％が高

齢者だけで住んでいるという ことです。 この高

齢者のう ち約60％の人は、 そもそも家族の介

護は期待できないということを我々は認識して

おく 必要があります。

また、少し今回のテーマからは逸れるかもし

れませんが、 高齢者と未婚の子のみの世帯に

ついても少し触れさせていただきます。 この

世帯は70 ～80代の高齢者とその未婚の子が

いる世帯のわけですが、この世帯の割合が増え

てきています。 この世帯の中には、最近話題の

8050問題を抱えた世帯や、 もしかしたらお孫

さんと高齢者だけで住んでいて、お孫さんが一

生懸命高齢者のケアをしているヤングケアラー

の問題が潜んでいる可能性があります。そのよ

うな世帯が増えているという ことは、福祉医療

施設の皆さんにとっても知っておかなければな

らないことでしょ う 。

介護保険制度は施行当初から既に課題が指摘

されていました。 まず指摘されていたのが、「 財

政の逼迫」と「 要介護高齢者の増加」の2つの問

題、 さらにこれに併せて、 リーマンショ ックの

～ ～
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前後く らいから「 介護人材の確保」が難しく なっ

てきたことが加わったと認識しています。 こ

れら 3点が相互に影響を及ぼし合う ことにより

課題は大きく なり、介護保険制度は常にブラッ

シュアップしていかなければならないという宿

命にあります。 そして、 2012年度以降は介護

報酬の改定に合わせて制度そのものも 3年ごと

という非常に短いスパンで見直しがされる特異

な制度になっています。また、少子化や人口減

少の動向が介護保険制度全体に影響を及ぼすよ

うになってきています。 この構造は基本的には

医療保険の課題ともほぼほぼ同一のものだと考

えられます。

■財政の逼迫について

2018年、 政府がこれから先、 介護や医療な

ど社会保障各分野でどのく らい財源が必要にな

るか推計値を出しました。介護保険の給付費を

見ると、 2018年は10.7兆円だったところが、

2040年には約26兆円になると推計されてい

ます。 金額で見るとわずか20年の間に2.4倍

に膨らみ、高齢者人口や後期高齢者人口の伸び

方を大きく 上回る医療・ 介護の費用が増えてい

く という ことで、 このままでは社会保障で日本

の財政が破綻するという意見があります。一方

で、 それをGDPと比較をすると、 介護の費用

は2018 年から 2040年で1.7 倍、 社会保障費

の合計は2.4倍という水準であり、 極端に増加

するわけではない、 という見方が主流です。た

だ、 昨今のコロナ禍によってGDPが落ち込ん

でいることも見込むと、今後も議論は続く こと

になるでしょう

いずれにしても、財政的な問題は大変な課題

であることには違いなく 、 このことは医療分野

においても同じだと受け止めておいてく ださい。

■要介護高齢者の増加について

要介護高齢者の数は高齢者人口の増え方を超

えるスピードで増えてきています。特に近年は

認知症の高齢者に対してどのように対応するか

が課題になっています。

介護保険が始まった2000年には要介護認定

者数は218万人でした。 2021年には684万人

となっており、約3倍に増えています。 さらに、

2040年には872万人に増えるとの推計値が出

ており、 このままかなりのスピードで増え続ける

ということを理解しておいてほしいと思います。

これに関連して理解しておかなければならな

いのが「 2040年問題」です。 これは、全国的な

傾向を知ることも重要ですが、各都道府県・ 各

市町村・ 各日常生活圏域によって相当な差があ

ることを踏まえることが大切です。自分たちが

仕事をしている地域でどのような問題が起こり

そうで、高齢者がこのように増えて、そのなか

に低所得の人が多ければ何をどう したら良いの

かということを意識するとよいでしょう 。 例え

ば、 要介護認定者数を 2020年と 2040年で比

べて見ると、後期高齢者人口の伸び方が激しい

沖縄県・ 神奈川県・ 埼玉県は全国の増加率を大

きく 上回り、元々過疎化や高齢化が進んでいた

島根県・ 高知県・ 秋田県では全国の増加率を下

回る水準となっています。 また、同じ都道府県

の中でも、 埼玉県皆野町や東京の檜原村では、

東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科
准教授 高野龍昭 氏
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要介護認定者数は横ばいまたはすでに減少局面

に入っています。地域内でのニーズに関して地

域格差が相当出てく るのが2040年だという こ

とです。

■介護人材の確保について

医療分野でも看護師や医師の確保というのは

大きな社会問題になっているのですが、介護分

野に関しても介護職員の確保の問題があります。

厚生労働省が発表し たデータ で見ると、

2019 年には211 万人の介護職員がいて、

2040年には280万人の介護職員が必要になる

と推計されており、 これから先69万人増やさ

なければならない計算になります。一方、それ

以前のデータを見ると、 2016年は約190万人

で、 2016年から 2019年の3年間で20万人増

えています。 ただ、 3年間で20万人増えたか

らこの先2040年の69万人が確保できるとい

う話にはならないことに注意が必要です。つま

り、 20 ～64歳人口そのものが激減するとい

う推計が出ていますので、働き手になる年代の

人口が減るなか、介護職員を増やし続けること

ができるかという課題があるわけです。

◆2040年問題

その「 2040年問題」の話の前に、一旦話を戻

して、「 2025年問題」 の地域差について概観し

ます。まず、介護保険制度の問題で言うと、年

代別の要介護認定を受ける人の比率（ 認定率）

が、75歳以上で32％、85歳以上で58％となっ

ており、 この75歳以上の人口が増えるので、

介護ニーズの急増などが社会問題化すると言わ

れていたのが2025年問題です。

一方、「 2040年問題」 についての私の問題意

識は、「 すべての世代の人口が減少する中で、

85歳以上人口だけが増え続ける現象」を「 2040

年問題」 だととらえている点にあります。つま

り、 85歳以上の人は増加するのに対して、 支

え手が減っていく 、 このことをどうするかとい

う問題というわけです。

ちなみに、医療分野でのデータを見てみると、

やはり年齢階層が後ろになればなるほど入院す

るリスクなどは高いのですが、医療のリスクが

あるからと言ってもどう ぞ入院してく ださい、

今後は病床を増やします、 というわけにはいか

ないので、 ではどうするのかという課題があり

ます。

85歳以上人口だけが増え続け、 その人たち

を医療・ 介護従事者として支える、あるいは税

や保険料の負担者として支える年代の人口が減

少していく という 問題に対してどう するかが

2021年の介護保険制度改正頃から主要な議論

の下地になってきました。 これは医療の問題も

同じと考えられます。

一方で、過疎地域では広いエリアで山間部に

高齢者が点在しているという構造になっている

ので、介護サービスや医療提供の中で「 訪問す

る」「 迎えに行く 」ということをどのようにうま

く 実施するのかが、地域の医療・ 介護を考える

ときに大事な視点となります。

地域医療構想で2025年以降の必要量と定め

られた病院機能は、現状と比べると高度急性期・

急性期が多すぎる、回復期が足りないという状

況です。 リスクの高い後期高齢者人口が急増し

ているので、全部を病院で吸収するわけにはい

かないというのが今の医療政策の動きと言って

良いと思います。その動きの中で「 在宅医療等」

という枠があります。 この在宅医療等の定義付

けは、 特養、 老健、 グループホーム、 サ高住、

自宅などで医療を受けるものとなっています。

つまり、 高齢者に関しては、 特養、 老健、 グ

ループホーム、サ高住、自宅などで慢性期で受

けるような医療を提供しなければいけなく なる
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傾向が強まり、 その方たちはほとんどがケアマ

ネジャーが関わり、介護サービスを利用してい

る可能性があるわけですから、 この在宅医療等

の現場の中で医療介護連携は間違いなく 必要で

あり、医療機関の経営を考える上でもとても重

要な機能になってく るだろう と思います。

また、看取りや終末期の話は医療機関や医療

従事者の力を借りながらも、介護の分野でやら

ざるを得ない流れになっています。今、人生会

議やACPは、 終末期の医療介護をどう 受ける

かという 議論だけになっているよう に思いま

す。そうではなく 、 ACPは死が近づいてく るな

か、 これからこういう人生を歩みたい、 こうい

う暮らしをしたいという ことをみんなで話し合

いながら、本人の意識を確認していく ことが本

来の姿であり、 そのなかで医療や介護をどのよ

うに受けるのか、 という ことも明らかにしてい

く ものだと思います。

◆2024年度介護保険制度改正の動向

さて、医療機関の方 に々も介護保険制度の大枠

は知っておいていただかないと、医療介護連携を

考える際にうまく いかないだろうと思います。

介護保険は3年ごとに見直しがあります。次

回は2024 年度法改正で、 その法案が今国会

に提出されています。 2015年度制度改正は非

常に大きいものだったのですが、 2018 年度、

2021年度は小規模なものでした。 2024年度

の改正がどうなるか注目されたのですが、恐ら

く さほどに大規模なものにはならないよう で

す。 しかしながら、 2021年度改正では介護の

分野でもデータヘルス改革が強調されてきまし

た。その介護でのデータヘルス改革では「 LIFE」

という取り組みが現場で求められています。 こ

れは医療分野で言う ところのデータ提出事業と

思ってく ださい。介護報酬の加算の種別ごとに、

データの提出が求められ、 フィ ードバックデー

タを受けて、介護の質や心身機能の維持・ 改善

に繋げていこう という仕組みです。将来的には

医療と介護のデータを連結させていこう 、お互

いに共有し合っていこうという方向性があります。

また、 2021年度には社会福祉法も同時に改

正され、重層的支援体制整備事業という世代や

属性を問わない相談や支援をしなければいけな

い、丸ごと関われるようにするという事業が創

設されてきています。 これは現段階では市町村

の任意事業なのですが、今後重要視されること

になるでしょう 。 この重層的支援体制整備事業

のバックグラウンド として、「 地域共生社会づ

く り 」 という政策課題が示されています。 これ

には2つの意味があります。 1つ目は「 高齢者

介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援な

どの制度分野の枠を超えること」 です。制度の

縦割りの中で連携を図らない、お互いに情報も

共有しない、お互いの枠を超えていないために

8050問題やヤングケアラー問題、 医療介護連

携がう まく いっていなかった、 とりわけ2000

年代に入ってからそのような状況が続いてきた

ため、 それを見直そう という ものです。 2つ目

は「 支える側と支えられる側という従来の関係

を超えること」 です。 この2つをこれから先構

築していこう というのが、地域共生社会という

政策的な意味合いだと理解しておいた方が良い

と思います。

さて、 2月10日に国会に提出された「 全世代

対応型の持続可能な社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律案（ 全

社法案）」では、国民健康保険法や介護保険法な

ど様々な法律を束ねて一括審議されます。 介

護分野に関わる法改正事項は「 医療・ 介護サー

ビスの質の向上を図るため、医療保険者と介護

保険者が被保険者等に係る医療・ 介護情報の収

集・ 提供等を行う事業を一体的に実施すること
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とし、介護保険者が行う当該事業を地域支援事

業として位置付ける」と「 医療法人や介護サービ

ス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当

該情報に係るデータベースを整備する」 の2点

だと言ってよいでしょう 。

この改正点のポイント としては、行政の持っ

ている医療や介護のデータベース、医療機関が

データ提出事業で積み上げているデータ、介護

事業所が提出しているデータ（ LIFE）を連結して

分析もできるという体制がいずれ作られていく

という ことと、 2024年4月から居宅介護支援

事業所のケアで介護予防支援事業者の指定を受

けることができるという こと、介護実践現場で

のICT・ DX化を推し進めていく こと、 所得に

応じた保険料の負担について今よりももっと傾

斜をつけること、などがあります。

また、介護保険料の2割負担と 3割負担の対

象者の線引きの議論、老健や介護医療院におけ

る4人部屋の室料負担の議論については結論が

出ておらず、今年の夏までに結論を出すという

ことに留まっています。

◆医療介護連携の課題

厚労省が示している「 地域完結型の医療・ 介

護提供体制の構築」 に関する資料があり、 この

構想がうまく いく ようにさまざまに制度改正が

行われるだろう と思っています。

この構想の中では、特定機能病院や高度急性

期病院などは一般病院から紹介・ 逆紹介され、

日常的な医療は一般的な病院と診療所、 介護

サービス事業所などが連携し合いながら、入院

や退院、訪問診療などを含め、地域内での医療

を提供することとなっています。そのためにも

医療・ 介護情報基盤整備をして、今後はデータ

を共有し活用しながら、医療介護連携を行って

いかなければ、平均在院日数を短く するなどと

いう目標がなかなか達成しづらいということが

起きてく ると予測されます。

2021 年度の介護報酬改定から、 ケアマネ

ジャーが高齢者の医療機関受診の際に同席し、

日常的な生活状況を医師に伝えたり、医師から

ケアマネジャーに介護サービスの利用方法や留

意事項などの助言をもらったり、情報交換する

ことに対して、介護報酬で居宅介護支援事業所

に加算が付く ようになりましたが、あまり活か

されていません。 もちろん、中には本人の同意

が得られないために同席出来ないということも

ありますが、ケアマネジャー側の意識の中に病

院へ行く のは敷居が高い、医師に怒られるので

はないか、などという問題もあります。 このよ

うな点から、ケアマネジャー側・ 介護サービス

側は、 医療機関との連携を難しいと感じてし

まっているところもあります。ただ、医療と介

護で情報交換をすることで、在宅で状態を悪化

させずに暮らすことができる支援の1つになる

だろう と思っています。

また、 2018年度の介護報酬改定の際には、

入院時情報連携加算や退院・ 退所加算の要件等

が強化されています。入退院時の情報連携やカ

ンファレンスへの参加だけが医療介護連携では

ありませんが、 こう した加算により、 ケアマネ

ジャー側からもアプローチしやすく なってきて

いるという ことを、ぜひ知っておいていただけ

ると良いと思います。

国が調査をしている「 居宅介護支援事業所及

び介護支援専門員の業務等の実態に関する調

査研究報告書」（ 2019年） によると、 ケアマネ

ジャー側が利用者の入院時の情報提供において

困難と感じた点は、「 利用者が入院したことが

すぐわからなかった」「 医療機関から情報提供を

求められなかった」「 医療機関の連携窓口や担当

者が分からなかった」 という回答が多かったと

なっています。 また、同じ調査で退院時連携に
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ついてケアマネジャーと医療機関に困難と感じ

ている点を聞いたところ、両者ともト ップの回

答は急な退院日の連絡となっています。 この点

は、入院時からケアマネジャーと医療機関でこ

の先どう しようかという ことを話しておかなけ

ればいけないと思います。一方で、 2番目に多

い回答が日程調整が難しいとなっており、退院

日の相談などがスムーズに図れていないことが

見られます。ただ、 この点については今後オン

ラインを使う ことが多く なってく るだろう と

思っています。

医療介護連携、 特に在宅での医療介護連携

をどのよう に進めていけば良いのかという こ

とも難しい話です。 高齢者福祉や障害者福祉

で高レベルな実践をしているデンマークの“Re-

ablement（ リ エイブルメント ） ”という 取り組

みを紹介します。 “Re-ablement”とは「 再び自分

でできるようにする」 ことを意味します。デン

マークではこの政策が法律で全自治体に義務付

け、具体的な実施方法は各自治体に委ねられて

います。例えば、ある自治体では、作業療法士

が退院直後の患者さんの自宅を訪問し、在宅生

活のアセスメント を行い、介護スタッフや訪問

介護員などに自宅で上手く 生活できるように助

言をしながら一緒に関わり、 しばらく すると作

業療法士は離れていく というような方法を取っ

ているところが多いようです。日本でいう医療

介護連携のもとに医療機関から地域に出かけて

いく という話です。日本の場合、診療報酬の手

当てがしっかりとつかないと難しい話でもあり

ますが、 自宅に出かけていく チームを作って、

在宅サービスの担当者、行政、医療従事者が一

緒に在宅の高齢者に関わり続けるということを

やっているところもあるので、日本でもこうい

うことをやれると良いと思います。

地域包括ケアシステムという言葉が、介護保

険の世界では2010年代から、医療保険の世界

では恐らく 地域包括ケア病棟が誕生した2014

年ぐらいから強調されてきたと思います。医療

介護連携を考える際に近年注目されている考え

方が医療経済学分野で提唱されている「 ケアサ

イクル論」 です。高齢者に病状悪化などが起き

ると、 まず急性期病院に行き、次に回復期病院

へ、そこから退院して在宅あるいは施設で暮ら

します。また、一方向だけでなく 、急性期に行

かずに回復期へ行ったり、回復期から介護の場

に戻ったりもします。長谷川俊彦先生の研究で

は、男性は3 ～5回、女性は5 ～7回このサイ

クルを回ると言われています。医療介護連携は

一人の患者さんが一回で終わるわけではありま

せん。地域内で急性期と回復期の「 病病連携」の

体制を作ることも大切ですし、病院と診療所の

「 病診連携」を作りつつ、「 医療介護連携」で長期

ケアを支えるといった、様々な方向性で医療介

護連携を考えていかなければなりません。

低所得者の方は健康を害しやすいという こと

は千葉大学の近藤克則先生の研究なども注目さ

れています。患者・ 高齢者の生活環境全体を整

えるためにも介護従事者と医療従事者の連携も

必要になってきているわけです。

医療介護連携における介護の機能とは、私は

「 入院を防ぐ」「 再入院を防ぐ」「 施設入所を防ぐ」

ことにあると考えています。 これは介護の現場

だけではできないことで、医療との連携が非常

に重要だと思っています。本日は、医療の現場

からも介護のサポート をいただく ことで、患者

の逆紹介なども増え、 地域の信頼も高まって、

医療機関としても得をするという ことをご理解

いただければ幸いです。
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◆趣旨説明（林泰広氏）

我が国の社会構造は主として少子高齢化の進

行で大きく変容してきており、今後もさらに変

化を重ねていきます。それに伴って地域社会の

あり方も随分変わり、地域共生社会という概念

も生まれました。

我 福々祉医療施設の中核的な活動である無料

低額診療事業が制度化されたのが1951年で、

既に70年以上が経過していますが、昨今のコ

ロナ禍によって我が国の社会は必ずしも豊かで

はないということが露呈しました。現在でも生

活に困窮している様 な々人がたくさんいるとい

う事実をふまえ、福祉医療施設の役割は時代に

即して営まれなくてはなりません。

我 福々祉医療施設が地域共生社会を支えてい

く存在となるためには、まず地域ニーズを把握

すること、さらに社会資源等と連携・協働して

いくこと、加えて施設内に留まらずに、地域と

連携する実践を展開して、この事業の理解を深

めていくことが鍵となると考えています。

本パネルディスカッションでは、はじめに福

祉医療施設の役割や実践の方向性といった総論

的な話を伺い、続いて現場で実践を重ねてい

らっしゃる二人のパネリストより地域生活課題

に対する具体的な実践と課題についてご報告を

いただきます。これらを通じてこれからの福祉

医療実践について考えていきたいと思います。

◆導入説明（田島誠一氏）

我 の々福祉医療と言われる分野は「医療保護

施設」と「無料低額診療事業施設」という2つの

施設群から構成されています。医療保護施設は

生活保護法によって規定され、厚労省の統計で

は64施設となっています。無料低額診療事業

施設は社会福祉法によって規定され、厚労省の

統計で1358施設（うち、病院診療所が732施設、

老人保健施設が626施設）です。

福祉医療の源流についてご紹介します。昭和

20年代から社会保障の諸制度が始まり、昭和

36年には国民皆保険が実現し、医療が受けら

れる体制を作ってきました。しかし、それまで

司 会 林 泰広 氏（神奈川県医療福祉施設協同組合 理事長）

コメンテーター 田島誠一 氏（東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター 理事長）

パネリ ス ト 前田裕生 氏（社会福祉法人仁生社メディカルプラザ江戸川 相談員）

浜田ふき代 氏（ 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県済生会湘南平塚病院

医療ソーシャルワーカー）
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は健康保険等があった一部の工場労働者を除い

て、多くの国民が医療をうまく受けられない状

況もありました。その中で我 の々前身でもある

医療保護事業や施療事業は社会保障の中の大き

な部分を占めていました。例えば、明治40年

に全国の社会事業452のうち15％の67施設が

医療社会事業で、当時は社会福祉事業の真ん中

にいました。古くはハンセン病療養所（現在残っ

ているのは1か所のみ）から始まり、1番多い

のは結核の療養所から始まった医療機関です。

現在、当時のハンセン病や結核と並べられる

ような生活的な健康課題、またはもっと幅広い

生活課題とは、生計困難者、女性、子ども、障

害者、高齢者、こもりびと（引きこもりの人）、

民族問題などがあります。さらに「受援力の弱

い人」、本来は介護保険などを使って支援を受

けた方が良いのに、8050問題など、援助を受

ける力を出せない人がたくさんいるということ

も大きな問題だろうと思っています。その中で、

我 は々福祉と医療が一体となったサービスを提

供しているわけです。

かつての福祉は、無料低額診療事業でも「生

計困難者に対して」と書いてあるように、貧困

に着目した対応を取ってきています。社会福祉

制度全体が、1990年の八法改正まではお金が

ない人を対象としていました。さらに対象者の

属性ごとの縦割りの制度に分かれており、行政

サービスに当てはまらない人もおり、それでは

いけない、縦割りではなく重層化あるいは包括化

する対応をしていこうという流れになっています。

福祉医療実践をするにあたって、ご紹介した

いのは、2021年4月の社会福祉法改正につい

てです。重層的支援体制整備事業を創設すると

いうことで、まず包括的な相談支援体制の構築

を目指す、次に制度別に縦割りだった国の財政

支援の仕組みを一体化させる、となっています。

重層的支援体制整備事業の全体イメージ図が厚

労省から出ていますが、より具体的に言うと、

「断らない相談支援」でアウトリーチなどを通じ

た継続的な支援や多機関協働により、困って

いる人たちが社会に参加できるような「参加支

援」をしたり、それを地域で支えるために「地域

づくりに向けた支援」をしたりするために、医

療機関ができることはたくさんあります。入り

口は健康相談や健診事業でもなんでも良いので

す。地域の民生委員や多くのNPO関係者などに

も知ってもらうことが大切だと思っています。

地域共生社会が実現するためには、狭い意味

での福祉関係者だけでは絶対に出来ませんし、

我 も々含めて幅広い福祉関係者だけでも出来ま

せん。地域住民や関係機関が加わって、成長し

て発展していかなければいけないと思います。

例えば、私が地元で四苦八苦していたフー

ドパントリーを若手の自営業者たちが作った

NPO法人が発展的に引き受けてくれました。

このように若い世代が成長して我 を々乗り越え

てやっていってくれているのはとてもうれしい

ですし、そういうことが福祉医療施設でも出来

るだろうと私は思っています。

◆実践報告①外国籍の方に

対する支援や課題について

（社福）仁生社 メディカルプラザ江戸川

相談員 前田裕生氏

■病院概要

所在地は東京都江戸川区の小岩。令和3年の

外国人が多い市町村ランキングにおいて、江戸

川区は約3万7000人で全国2位でした。また、

隣接する葛飾区は10位、千葉県市川市は20位

であり、外国人が多い地域です。そのため、時

には千葉県在住の外国人患者の相談を受けるこ
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とも多くありますし、茨城から通院されていた

方も過去にはいらっしゃいました。無料低額診

療事業の利用を希望される外国人患者の国籍

は、古くは紅茶の輸入で、また近年はIT産業

の担い手として、江戸川区と結びつきの強いイ

ンド、スリランカ、パキスタン、バングラデシュ

など南アジアの方 を々中心に様 な々国籍の外国

人患者の相談を受けています。過去にはアメリ

カ国籍の方や、現在は紛争地域であるウクライ

ナの方 の々相談も受けたことがあります。

当院は入院棟と外来棟が同一法人でありなが

ら別医療機関として、建物自体も150ｍほど

離れて立っており、薬の処方もそれぞれの建物

で行えるなど、独立しています。

■相談の流れ

無料低額診療事業の外国人相談の窓口は、外

来の相談員である私が担当しています。相談

元は日本国際社会事業団（ISSJ）、難民支援協会

（IAR）、北関東医療相談会（アミーゴ）がほとん

どであり、それらの協力機関から社会福祉協議

会を通じて相談を受けています。相談件数は年

平均で延べ約40人、実人数では約15人の相談

を受けてきました。

具体的な事業利用可否は、一般的な患者の場

合は、社会福祉協議会から依頼を受けた後、フェ

イスシートと医療情報を含めた患者情報をいた

だき、それを各診療科の医師に相談し、決定し

ます。対応可であれば各支援団体に、不可であ

れば社会福祉協議会に返事をします。それぞれ

の相談元にはあらかじめ当院所定の特別診療券

を配布してあるため、受診時にそれを持参し、

支援団体職員の同行のもと来院してもらってい

ます。

稀に個人や他の医療機関から相談を受けるこ

ともあります。その際は一度本人もしくは関係

者より、いずれかの支援団体に相談し、上記の

一般的な流れへ促しています。その理由として

は、当院では無料低額診療事業の対象者を難民

あるいはそれに準ずる外国人の方であって、か

つ医療の必要があっても経済的な理由等により

適切な医療にかかれない方としており、単なる

不法滞在や不法就労の外国人患者の対応を含む

ものではありませんので、そのスクリーニング

機能を各支援団体にお願いしています。しかし、

現実にはこの流れに収まり切らない事例も存在

します。

■支援から見えた課題

①事前のスクリーニングが必要だが、そのため

の情報収集が難しい。入国管理局はもう少し

医療情報開示に協力的であってもらいたい。

ある日突然、外国人男性が複数名の友人と覚

しき男性を引き連れて、来院。「自分には心臓

に疾患があり治療が必要であると母国で診断さ

れていた。しかし自分は難民であり、お金も保

険証もない。同じシェルターに住む人からこち

らの病院に相談すれば無料で治療してもらえる

と聞いた。診てもらいたい。」と言われました。

そこで私が面談し、「事情は承知したが、一

度入国管理局に相談し、各支援団体を通じて再

度依頼してもらいたい」とお伝えすると、その

日は帰宅されました。しかし、その後どこから

も連絡はなく数ヶ月過ぎた頃、救急外来の看護

師より「ここ数ヶ月、身元不明の外国人患者が

救急で来院するが、支払いもせず、連絡先も分

からない」との相談がありました。調べてみる

と、名前や容貌が件の外国人男性と類似してお

り、同様の行為をかなり以前から繰り返してい

る可能性があることが分かりました。さらにそ

の患者は無保険の外国人患者にも寛容な対応を

する医師が当直の日を狙って来院しているよう

でした。

次回、件の外国人患者が来院した場合の対応
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について相談し、「日中に相談員と相談してか

らでなければ診察は出来ない」と対応すること

としました。一定期間を過ぎた頃、件の外国人

患者が受診したので、医師に事前の相談の通り

の対応をしてもらい、再度私が面談しました。

すると本人から「日本で複数回の逮捕歴があり

入国管理局には相談しづらい」と話があり、せ

めて支援団体には相談してから来てもらいたい

と伝えたところ、以降来院することはなくなり

ました。

この事例は極端なケースでは有りますが、医

療情報を含めて本人の社会的な情報が非常に乏

しい事が多く、また、本人の口伝による所が多

く、事実誤認の場合も度 見々受けられます。ま

た、最近では、無料低額診療事業の対象として

対応して良いのか考えさせられる背景をもつ外

国人患者も増えてきています。具体的にいうと

違法薬物の使用・販売で刑事罰を受けた患者です。

このような現状から考えると、事前に信頼性

の高い患者情報の収集が重要なのは間違いない

ところですが、一番情報を持っている入国管理

局は個人情報の管理が徹底しており、最低限必要

な医療情報さえ手に入れられない事があります。

②乗り越えられないランゲージバリアと病院に

対する認識の違い

当院では外国人患者本人の語学能力に関わら

ず、原則として支援団体職員の同行をお願いし

ています。当院でも自動翻訳機の導入を進めて

はいますが、翻訳機や友人家族の通訳では、医

師の話を正確に伝えきれないケースがありま

す。翻訳機のスペックにもよりますが、医療用

語等の専門用語までは網羅できていないこと

や、操作に手間がかかること、日本語堪能でも

家族や友人では責任をもって正確に医師の話を

本人に伝える力量が不足していることがありま

す。また、支援団体に同席をお願いする理由の

一つとして、本人が希望する診療サービスと実

際に当院で提供できるものに大きな隔たりがあ

る場合は、支援団体の方に本人へ日本の医療事

情を説明してもらっています。

具体的には、一人の医師で複数の診療科目の

診察を一度に診てもらいたい。検査はせず、薬

だけを長期でもらいたい。いつでも希望すると

きに診察をしてもらいたいなど、医療資源が乏

しい国では、一人の医師が何でも診ていたり、

定期検査を省いて長期の処方をしていたりする

ところもあるようで、その母国の病院に対する

イメージをそのまま日本の医療機関に投影する

患者さんも多くいらっしゃいます。

③エスカレートする要望への対応

医師との関係性も患者本人の病状も良好で関

係者全員が安心していたある日、当該患者が家

族を連れて来院し、「発熱しているから診ても

らいたい」と要望されました。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大初期ではありましたが、

その際は何とか対応しました。その後、その患

者の要望は益 膨々らんでいき、頻回に家族の治

療を希望したり、入国管理局に提出する書類の

内容にも要望を言ったり、入院してからは病院

食や同室患者やネット環境に関してクレームを

言い、最終的には個室で特別食での対応を希望

されました。紹介元の支援団体の方に来てもら

い、指導をお願いする事になりました。

この事例も極端なケースではありますが、実

際に健康診断に類する診療や知人の診療を希望

されることはありますし、技術的な治療の限度

や金銭的にも一般常識を超えた支援要望もあり

ます。

④終わりが見えない支援

外国人患者の方には、食生活の違いやストレ

スなどにより、高血圧、不眠、腰痛などの慢性
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疾患を抱える患者さんも多く、薬がなければ日

常生活に支障をきたすまで悪化している方もい

ます。そうした患者にとって、定期通院は欠か

せませんが、中には10年以上にわたり、無料

低額診療事業の対象のままになっている方もい

ます。2～3年でも長いと思いますが、10年

以上仮放免状態となるとやはり非常識な感じが

否めません。当院としてもどこまで診れば良い

のか、援助の終わりが全く見通せないことは大

きな問題だと思っています。もちろん90％以

上の患者さんは1～2年で治療が終わるか転院

するかでケースが終了するのが一般的ではあり

ますが、最近はこのような例外的なケースも発

生しています。

⑤突然支援の梯子が外れてしまう

終わりが見えない支援に繋がる恐れのある患

者の受け入れには慎重に対応しています。多く

は期間限定あるいは近く難民事業部（RHQ）の

保護が見込まれる患者を中心に相談受けていま

す。しかし、新たな問題として、RHQの保護

を受けている期間中に日本人と結婚してしまう

ケースが見られるようになりました。RHQの

保護を受けている患者が日本人と結婚すると、

本人と婚姻関係にある人に医療費の支払い義

務が生じ、RHQの保護は打ち切りとなります。

本人は社会保険には加入出来ず、国民健康保険

の資格を得ることも難しく、婚姻関係にある人

物がよほど経済的な余裕がない限りは、定期的

に高額な医療費用を自費で支払う事は不可能に

なります。当院でもその負担を受ける事は難し

いので、早晩に婚姻関係の破綻が予想される事

となります。

このような事態が起きる背景には、「日本人

と結婚すると簡単に保険資格が得られる」との

不正確な情報が出回っていることなどがありま

す。関係機関の方たちには、オーバーステイ等

で仮放免期間中の方には、今一度日本の難民制

度の規定を説明し、理解の促進につなげてもら

いたいと思っています。

■まとめ

私が近年現場で感じた疑問や課題をお伝えし

ましたが、いずれの問題も入国管理局だけで解

決できるものではありませんし、もちろん医療

機関や支援団体だけでも解決出来る問題ではあ

りません。解決には長い時間と労力が不可欠で

すので、まずはその第一歩としてこれらの問題

に関わる各関係機関が垣根を越えて話し合いが

出来る環境を作る必要があると思います。

◆実践報告②ホームレス

巡回相談の実態と課題

（社福）恩賜財団済生会

神奈川県済生会湘南平塚病院

医療ソーシャルワーカー浜田ふき代氏

■病院概要

所在地は神奈川県平塚市で、JR東海道線の

平塚駅から歩いて約12分、タクシーでは約3

分という交通アクセスの良い場所にあります。

また、近くには市役所や消防署、警察署、大き

なショッピングモールなどがあります。

一般病棟42床、回復期リハビリテーション

病棟88床、地域包括ケア病棟46床の合計176

床で構成されています。関連施設には、介護老

人保健施設、訪問看護ステーション、地域包括

支援センター、デイサービスなどがあります。

平塚市の総人口は25万6,976人、そのうち

65歳以上の高齢者は7万2,492人であり、高

齢化率は28.2％です。市内の病院は9か所、診

療所は188か所、歯科診療所は138か所あり、
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病床数の合計は2,391床です。当院の近隣には

3か所の急性期病院があり、受診や転院につい

て日 連々携を図っています。

■平塚市ホームレス巡回

平塚市のホームレスの人数は神奈川県内で横

浜市、川崎市に次いで3番目です。

平塚市は平成14年「ホームレスの自立の支援

等に関する特別措置法」の施行を受け、当初は

神奈川県と合同で巡回相談を実施していまし

た。平成18年度以降は平塚市が単独で月2回

の巡回相談を実施し、平成27年に「生活困窮者

自立相談支援事業」が開始された後は、平塚市

はホームレス巡回を含めて平塚市社会福祉協議

会にこの事業を委託しました。

当院のホームレス巡回は、高齢のホームレス

の方が増え、医療面の支援を行うために、もと

もと平塚市で実施していたホームレス巡回に、

平成22年より同行することになったのが始ま

りです。

3か月に1回のペースで平塚市、平塚市社会

福祉協議会と合同でホームレス巡回相談を実施

しています。平塚市福祉総務課の職員、平塚市

社会福祉協議会の職員、NPO法人巡回ボラン

ティアの方、当院からは医師、看護師、ソーシャ

ルワーカーが同行します。1回に訪問する件数

は都度異なりますが、平均して8人から10人

訪問しています。2班に分かれて市内の居住地

を訪問し、医師によるバイタルチェックや問診

を行ったり、市の職員や社協職員からは最近の

生活の様子、仕事の様子、困っていることはな

いかなどを伺ったりしています。

ご本人から体調不良のあるところを聞き取り

して、必要に応じて診察をします。ホームレス

の方 は々、食事はできあいの総菜やカップラー

メンなど簡単に済ませることも多いようです。

また、飲酒や喫煙などの習慣がある方も多く、

生活習慣は決して良いとは言えない状況が多く

見られます。訪問時にバイタル測定をすると血

圧が高かったり、腰やひざの痛みを訴えたりす

る方も多くあります。病状的に受診が必要な方

には、ソーシャルワーカーより当院の無料低額

診療についてご案内し、後日受診につながるよ

うに市役所や社協と連携をとっていきます。

■実態の調査

このように、巡回相談中に当院への無料低額

診療の受診を勧めても、ホームレスの方 は々受

診に消極的な場合が多く、実際に受診に繋がる

ケースは一部です。そこで過去5年分の実際の

合同ホームレス巡回の延べ人数および実人数を

調査しました。

まず、疾患別には、胃潰瘍、喘息、高血圧な

どの内科的疾患が9人で半数を占めており、肩

の痛み、腰痛、手首の痛みなどの整形疾患は6

人、鼠経ヘルニア、皮膚潰瘍などその他の疾患

は3人でした。

つぎに、過去5年間で巡回した人数と、実際

に受診した人数についてです。過去5年間で合

同巡回した延べ人数は187人、そのうち受診

した人数は114人でした。実人数では、合同

巡回した人数が44人で、そのうち受診した人

数は18人で、全体の約4割でした。

最後に、年度で比較すると、巡回中に受診の

必要性があり受診を勧めた人数は平成29年27

人、平成30年20人、令和1年21人、令和2

年25人、令和3年20人で、平均22.6人でした。

そのうち受診したのは平成29年8人、平成30

年5人、令和1年9人、令和2年8人、令和3

年6人で、平均7.2人でした。ちなみに受診し

た方のうち、一番多い方で５年間のうち25回

受診し、一番少ない方で1回のみの受診でした。

過去5年間で受診に繋がったケースの割合

は、年度ごとにばらつきはあるものの平均4割
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で全体の半数以下でした。市と社会福祉協議会

によって、事前に巡回訪問をして体調不良の様

子が見られる方を抽出し、その上で当院が同行

して巡回相談を実施していますが、全ての方が

受診につながる訳ではなく、そのうちの一部で

あることがわかりました。また、受診を勧めて

以降、複数回にわたり受診して通院継続する方

もいますが、巡回相談を実施しても一度も受診

しない方もいることがわかりました。

巡回の際にホームレスの方から「他人の世話

にはなりたくない」「信用できない」などと関わ

り自体を拒まれることもあります。訪問時に声

をかけても出てきてくれない方もいますが、普

段接する機会が少ない医師や看護師が訪問する

ことで、感謝してくださる方もいます。しか

し「もともと病院が好きではない」「病院は敷居

が高い」と受診を躊躇する姿も見受けられます。

実際に体調不良であっても我慢をして受診せ

ず、重症になってから緊急受診や入院をせざる

を得なくなる場合もあります。

■事例紹介

60代男性、市内でホームレス生活を送って

いる方。昨年末、NPOボランティアが定期巡

回中に居住地で体調不良の本人を発見し、ボラ

ンティアにより救急要請、市内のA病院へ搬送

され、入院となりました。入院と同時に生活保

護申請、のちに受理されました。本人、市役所、

社協にて相談の上、市内の無料低額宿泊所へ退

院しましたが、１泊のみで自主退居され、もと

のホームレス生活に戻られました。その後食欲

不振、黄疸の症状あり、胆石が見つかり、オペ

適用であるものの、受診せず未治療のままです。

2月訪問時、本人宅を訪問するも不在で会うこ

とができませんでした。今後は引き続き、市役

所と社協にて定期巡回を継続して、その後の状

態観察をしていくとのことでした。当院として

も、引き続き情報共有をしつつ、必要に応じて

巡回相談の中で医療的介入を行っていけたらと

思っています。

■まとめ

ホームレスの人数は平塚市をはじめ、全国的

に減少傾向にあると言われています。平塚市に

おいても平成19年1月実施のホームレスの実

態に関する全国調査にて122人が確認された

のをピークに、平成31年1月には32人と、そ

の数はピーク時の約4分の1まで減少していま

す。その一方で、高齢のホームレスや長期化す

ることで体調が悪化し、医療機関に入院するこ

とにより、ホームレスを脱する例も近年増加し

ているようです。また市の職員の方からの情報

によると、近年では住所不定の方の中にはネッ

トカフェなど、今までの路上生活とは異なる場

所で生活を維持する方も少なくなく、実態調査

の目が行き届かない現状もあるようです。

今後ホームレスの方の高齢化が進む中で、医

療的な支援は今後も必要になることが予測され

ます。受診につながるためには、当事者自身が

受診する意思を持つことが大切です。

当院では過去に、あらかじめ診察券を作成し

て、巡回当日にホームレスの方へ渡していまし

た。しかし、ここ最近は新しいホームレスの方

の数も少なく、新たに診察券を渡す機会はほと

んどありません。既に渡している方に話を伺う

と、身分証明書代わりやお守り代わりに肌身離

さず持っているという声も聞かれています。

ホームレスの方 は々経済面、家族背景などさ

まざまな理由により、やむを得ずホームレスと

しての生活を選んできた方も少なくありませ

ん。体調が悪くても我慢してしまったり、「迷

惑かけて悪いから」と遠慮したりして、受診せ

ずそのままにしてしまっているケースもありま

す。いざというときに受診しやすく、軽症のう



福祉医療協ニュース No.117

21

パネルディスカッションの様子

ちに受診につながり、本人らしい生活が続けて

いけるように引き続き支援していきたいと思い

ます。そのためにも、今後診察券の配布を再開

しつつ、お互いに顔の見える関係を築いていけ

たらと考えています。

◆まとめ（田島誠一氏）

経済状況や国籍によって治療機会が奪われる

というのは、社会的にもあってはならないこと

です。社会保障制度や健康保険制度がない時に、

無料診療所などという名前で医療費をもらわず

に、町の先生たちあるいは大学の医師たちが始

めた事業が、我 福々祉医療施設の始まりなので、

そのことを思い出したいと思います。

本シンポジウムを通じて、国の政策の中で悩

んでいる人たちがいるのを、ただ目の前のこと

だけに立ち向かっていればいいわけではないと

改めて思いました。

無料低額診療事業を継続している中で、減免

をしつつ公助へつなぐ支援ができないケースも

出てきています。これは我 の々動きをもう一つ

新しいステージに引き上げる必要があるのだろ

うと思っています。

医療ソーシャルワークの先駆者である浅賀ふ

ささんは、目の前で困っている人を助けること

を一生懸命やるミクロのソーシャルワークだけ

でなく、困っている人たちを生み出している世

の中を少しでも変えるような働きかけをするマ

クロのソーシャルワークも重要で、ソーシャル

ワーカーは「社会改善の水先案内人」だと言って

います。この言葉を思い返したいと思います。

目の前の人のことを地域に出向いて一生懸命

救う、ホームレスや外国籍で困っている人を救

う、さらにそれが生まれてくる根本を少しでも

変えるために何かできることがあるのではない

かと思っています。行政や社協の担当者に困っ

ている人たちの現状や無料低額診療事業のこと

をきちんと伝えていくのも私たちの役割です。

私が毎月のように小さな勉強会を開いている

のですが、そこで日本で困難な暮らしをしてい

る外国人について取り上げたいと思っていま

す。実際に外国籍の若い母親で日本語が話せな

いので、子どもが学校を休んで通訳をしていて、

子どもの勉強が遅れて困っているという相談を

受けて、食料を渡すなどの援助したことがあり

ます。そういう困りごとが身近にあるのだとい

うのも伝えていきたいですし、皆さんにも目を

向けていただけると幸いです。


